
-6161・ 4

「

″

打

と

請願 ど第 み

つくば市議会議長
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配布と紙面拡大のお願いに関する請願書

令和 6年 6月 3日

請願者 住所 つくば市
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属選挙公報の画己布は、新聞折り込みど雲箕盟働転震撃ことてした。このため、
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ま投票された有樺
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会盤彗:ζ岳ここCttlt真!想垂受雰念に登録された者の属する各世帯に対 して、

扉
の期日前 2日 までに、配布するものとする」と規定しています。そして、同条例

2項第 1文は、「委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが四難であ

ると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞

折込みその他これに準ずる方法による配布を行 うことによつて、同項の規定による配

布に代えることができる」と規定し、各戸配布が困難であると認められる特別の事情
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がある場合に限り、新聞への折り

徴をI程受李壕こむ票与!ヒニ
によつて、

す。

地方選挙では、立候補の締め切りから投票日までの期間が短いので、各戸配布は難し
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ました。従つて、現在の状況を鑑みれば、各戸配布が困難であると認められる特別の

事情は、存在 しないものと言わざるを得ません。
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O請願事項

各候補者の主張が有権者に十分に伝わる様に、以下の 2点についてご検討を頂き、予

算措置についてご審議いただきたくお願い数 します。

1.選挙公報の各戸配布

;上F再こと書[悸三種,申 し上げます。


